


３．施設整備計画の目標

（１）　老朽化対策を図る整備

（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

（３）　教室不足の解消等を図る整備

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

（様式２）

・施設の老朽化に対処し、快適な教育環境の堅持のため、防水、照明器具、衛生設備等の改修を
計画的に進める。
・教育施設の均衡と教育水準の確保のため、プール設備の改修を計画的に進める。
・快適な就学環境の提供に基づく学習意欲や学力の向上に寄与するため、山陽小学校外小中学
校14校のトイレの洋式化を計画的に進める。

　教室不足の解消を図るため、既存の余裕教室等を教室として使用するために必要な整備を順次
実施する。

　防災・減災・国土強靭化のための５か年加速化対策に基づき、地震による非構造部材の落下・転
倒の可能性が高い山陽西・山陽東・山陽北・城南・仁美小学校、桜が丘・赤坂・磐梨・吉井中学校
の校舎及び体育館の非構造部材を補強する。
　市内小中学校の校舎及び屋内運動場について優先度の高いものから順次補強し、市内の小中
学校の非構造部材の耐震化率を１００％にする。
　学校施設に必要な防災機能について検討し、優先度の高いものから整備する。
　スロープやエレベーター、障碍者用トイレの設置などバリアフリー化が完了していない小中学校
について順次整備する。

　市内小学校・中学校・幼稚園について、令和３年３月策定の個別施設計画に基づき長寿命化を
図る。



４．域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

（１）　現在の学校等の整備状況

小学校 12 校

中学校 5 校

義務教育学校 0 校

中等教育学校（前期課程） 0 校

特別支援学校（小学部及び中学部） 0 校

幼稚園等（特別支援学校の幼稚部を含む。） 6 園

幼保連携型認定こども園 0 園

高等学校等（特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。） 0 校

教員及び職員のための住宅 0 戸

学校給食施設 単独校調理場 0 箇所

共同調理場 3 箇所

スポーツ施設 学校水泳プール 17 箇所

学校武道場 2 箇所

社会体育施設 21 箇所

（２）　整備に関する計画の策定状況

個別施設計画※１

国土強靭化地域計画※２

※１ インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月29日）に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※２ 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法（平成25年法律第95号）

５．施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

有

有

策定の有無 策定年月日計画名

　計画の初年度に、目標の達成度状況を評価するための指標を検討する。計画期間終了後、指標
に基づく評価を実施し、評価結果は市の教育委員会教育総務課窓口等での閲覧等により公表す
る。

学校等 学校等

令和３年１月

令和３年３月








